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岡山県では、各地域の状況に応じ、関係機関と顔の見える関係づくりを丁
寧に行いながら、それに加えて、先進地域の取り組みを他地域へ横展開し、
継続した取り組みを行っています。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業
自治体情報シート

～誰でも安心して暮らせる地域づくりを目指して～

岡山県

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの
構築に向けた取組



2

岡山県

１ 岡山県の基礎情報

SAMPLESAMPLE

備前圏域

真庭圏域

津山・勝英圏域

高梁・新見圏域

倉敷・井笠圏域

障害保健福祉圏域５
保健所数７
（県5，政令市1，中核市1）

取組内容

【各地域（主に保健所・支所）での取組】

・保健所、支所単位で管内の市町村と協働し自立支援協議会

の場を活用した検討会や、連絡会、事例検討会等を実施。

・市町村ごとの協議の場の設置に向けた支援等重層的な支援

体制による取組を実施。

【県での取組】

・精神障害者地域移行推進検討会の開催。

・人材育成研修、事例検討会、連絡会、講師等派遣協力等の

実施。

岡山県

＜基本情報入力シート＞ 岡山県

障害保健福祉圏域数（R5年4月時点） 5 か所

市町村数（R5年4月時点） 27 市町村

人口（R5年4月時点） 1,850,209 人

精神科病院の数（R5年4月時点） 23 病院

精神科病床数（R5年4月時点） 5,275 床

入院精神障害者数
合計 3,740 人

（R４年６月時点）
３か月未満（％：構成割合）

948 人

25.3 ％

３か月以上１年未満 700 人

（％：構成割合） 18.7 ％

１年以上（％：構成割合）
2,092 人

55.9 ％

うち６５歳未満 651 人

うち６５歳以上 1,441 人

退院率
H31年度NDB

入院後３か月時点 67.2 ％

入院後６か月時点 81.9 ％

入院後１年時点 88.7 ％

相談支援事業所数 基幹相談支援センター数 11 か所

（R4年4月時点） 一般相談支援事業所数 70 か所

特定相談支援事業所数 181 か所

保健所数（R5年4月時点） 11（4支所含む） か所

（自立支援）協議会の開催頻度（R4年度） （自立支援）協議会の開催頻度 １ 回／年

精神領域に関する議論を
行う部会の有無

有

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
に向けた保健・医療・福祉関係者による協議の場の
設置状況（R4年時点）

都道府県 有 1 か所

障害保健福祉圏域 有
5か所以

上
／ 5 

か所／障害圏
域数

市町村 有 26 ／ 27 
か所／市町村

数
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1 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）

岡山県

精神障害のある人及びメンタルヘルスに課題を抱える人が地域で安心して暮らすことができるよう、市町村が主体となり、保健所や

県精神保健福祉センターと連携を図りつつ、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、当事者・ピアサポーター、家族

、居住支援関係者などとの重層的な連携による支援体制を構築していくための取組を実施しています。

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置

保健所ごとの地域包括ケアシステムの構築に資する取組の推進、体制整備

地域包括ケアシステムの構築に資する取組の推進、体制整備（岡山県）
１ 保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 ２ 普及啓発に係る事業
３ 精神障害者の家族支援に係る事業 ４ ピアサポートの活用に係る事業
５ 医療連携体制の構築に係る事業 ６ 精神障害者の地域移行・地域支援定着関係職員に対する研修に係る事業
７ 地域移行促進センター事業 ８ アウトリーチ支援に係る事業
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岡山県

地域包括ケアシステムの構築に資す
る取組の推進、体制整備（岡山県） 概要

１ 保健・医療・福祉関係者による
協議の場の設置

〇保健所・支所単位で市町村と協働し検討会を開催。
○県レベルの精神障害者地域移行推進検討会を開催。

２ 普及啓発に係る事業 〇精神障害に対する正しい理解を啓発するセミナー、講演会等の開催。

３ 精神障害者の家族支援に係る
事業

〇精神障害者の家族会の活性化を図り、精神障害者の生活しやすい社会づくり
を実現できるよう地域ごとに学習会を開催。

４ ピアサポート支援事業 〇岡山県が養成研修を実施し保健所・支所がピアサポーターの登録、派遣を実
施。

５ 医療連携体制の構築に係る事業
○入院が長期化しやすい難治性患者が、専門性の高い治療抵抗性統合失調症薬
（クロザピン）の治療を身近な場所で受けられるよう医療機関のネットワー
クを構築し、難治性患者の早期退院を促進する取組を実施。

６ 精神障害者の地域移行・地域支
援定着関係職員に対する研修に
係る事業

○保健所・支所、県単位で開催。

７ 地域移行促進センター事業
〇24時間体制で在宅の精神障害者等からの相談に応じ必要な助言を行う電話相
談事業の実施。

〇心身の状況や生活環境等の理由で居宅での生活が困難な場合に、一時休息又
は一時避難のための居室を提供するホステル事業の実施。

８ アウトリーチ支援に係る事業
〇多職種専門チーム（医師、保健師、精神保健福祉士等）による訪問等により、
精神疾患の未治療者・治療中断者の精神障害者などの対象者を、地域での支
援に繋げる取組を実施。

２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にむけた取組概要（全体）
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岡山県

【体制整備・人材育成の取組】 【その他関連事業】
～主として個別支援の取組～

○精神科在宅支援（アウトリーチ）事業
○家族支援に係る事業
○ピアサポート支援事業

・ピアサポーター派遣事業
・ピアサポーター養成研修等事業

○地域移行促進センター事業（委託事業）
・24時間電話相談事業
・ホステル事業

①一時休息、一時避難、②相談、
③試験外泊（入院時）

２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にむけた取組概要（全体）
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岡山県

３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯

・平成１５年度～
県立内尾センター（精神障害者生活訓練施設）に退院促進支援事業（国のモデル事業）として自立支援員2名を配置。平成17年度には東備地
域生活支援センターに事業委託、平成18年度からは、精神保健福祉センターに引き継がれた。平成19年度、県北のNPO法人にも自立支援員
を配置し事業を拡大。

・平成２０年度～
地域移行特別対策事業（平成22年度から地域移行・地域定着支援事業と名称変更された国の補助事業）において、県内全域に地域移行推
進員11名を配置し（平成22年度からは地域体制整備コーディネーターも配置）、地域移行・地域定着支援体制を強化。精神科病院の実施す
る地域・病院交流事業による地域住民とのふれあいなど、地域の受け皿づくりを進める。

・平成２３年度～
「精神障害者の地域移行推進のための保健所マニュアル」（平成22年3月全国保健所長会）、「精神障害者地域移行・地域定着支援事業の

流れと役割」（県保健所（井笠）作成）を基本ルールに、県下において推進方法の共有化。
精神障害者アウトリーチ推進事業（現岡山県精神科在宅支援（アウトリーチ）事業）実施。
各圏域においては、医療機関、医師会、相談支援事業所、市町村、保健所・支所等とともに、個別支援を進めながら、地域課題に応じて、人

材育成のための研修、事例検討会、連絡会、地域住民に向けたフォーラムの開催、ピアサポーターの養成・派遣事業、協議会の開催など、事
業推進に向けたさまざまな取組を実施。

・平成２６年度～
上記取組に加え、精神障害者地域移行推進検討委員会を開催し、県全体の取組の課題について再確認。「人材育成研修の継続開催」「病

院（スタッフ、入院患者さん）と地域の交流会及び連絡会を開催しているモデル地区への参画、そこで得られたノウハウを他地域へ横展開」の2
つの柱を掲げ、事業のさらなる推進を図った。

・令和元年度～
それまで研修企画を中心に担っていた、職能団体等からなる実務者会議を県の（地域移行支援体制の構築に向けた）具体的な取組の検討

を幅広く行うための「コアメンバー連絡会」として位置づけ、さらなる事業推進を図っている。

なお県の地域移行推進検討会を精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る県全体の協議の場と位置づけている。
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岡山県

４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に資する取組の成果・効果

＜令和４年度までの成果・効果＞

課題解決の達成度を測る指標
目標値
（R4年度当

初）

実績値
（R4年度

末）

具体的な成果・効果

①地域移行推進検討会の開催状況 １回開催 １回開催 ・当事者団体、福祉、医療、行政関係者が出席し、
ピアサポート活動、家族会活動、地域移行後の

再発防止、居住支援への取り組みについて共有し、
精神障害のある人が安心して暮らすことができる
地域、支援体制について意見交換ができた。

②ピアサポアート支援事業の実施状況 ・研修交流
会1回

・研修交流
会1回
・派遣体制
11回

・ピアサポーター同士、保健所や相談支援事業所
のスタッフ等、支援者との交流もし、地域での活動
支援の輪を広げていくことの足掛がかりとなった。
・体験発表を通じて精神障害についての普及啓発
に努めた。

③人材育成研修会の開催状況

④地域毎の協議の場の設置及び運営の進
捗状況

1回開催（県
全域１回 ）

２７市町村

2回開催

（県全域１
回 保健
所・支所圏
域1回）

26市町村
（27市町村

中）

・にも包括の概念を再確認し、事例検討をとおした
人材育成の仕組みづくりや、既存のサービスでは
カバーできない人への対応について、支援者同士
の連携の質の在り方について考える機会となった。

・市町村単位での協議の場の整備が求められる中、
各地で管轄保健所と協議しながら精神保健医療福
祉の体制を再確認し、進める動きに繋がった。

保健所・支所、精神保健福祉センターが市町村の協議
の場へ参画し、精神障害をもつ人のニーズや地域の課
題を共有し、にも包括の構築に資する取り組みを行った。
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岡山県

５ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた現時点における強みと課題

【特徴（強み）】
１．県下の職能団体等による保健・医療・福祉等関係者が協働し人材育成に係る仕組み作りを企画立案から話し合う土壌がある。
２．保健所及び市町村や医療機関、関係機関が連携し個別支援を行ったり協議会を開催するなど関係者同士が顔の見える関係が

地域で築けている。
３．従前から地域に根差した形で主体的に作り上げられた協議の場が数多く存在する。
４．精神科在宅支援（アウトリーチ）事業の活用により、病院・地域が一体となり、地域での生活を支える取組を行っている。
５．家族会や当事者の会等の、自らの経験を互いに伝え合うことができるなど、地域に根差した活動がある。

課題 課題解決に向けた取組方針 課題・方針に対する役割（取組）

１．地域特性に応じ
た地域包括ケア
システムの構築
へ向けた取組
が必要

・管内それぞれの強みや課題を共有し、圏域に応じた精神障
害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する。

・保健所担当者会議や県単位の研修会等での情報収集、情
報提供等、各地域での取組を進める。

・各機関の役割を知り、相互に連携し繋がる取組を行う。
・地域体制整備コーディネーター（保健所・支所に配置）が、県
民局あるいは保健所・支所ごとに協議の場を設定し取組を
進める。

行政 協議の場での情報提供及び関係者の全体調整。

医療
協議の場への参画及び関係機関等との連携。
地域移行に繋がる取組の継続実施。

福祉
協議の場の参画及び関係機関との連携。
福祉支援サービスの周知と活用等。

その他関係
機関・住民

等

協議の場の参加。
地域の中での専門職以外の支援や見守り等、それぞれ
の立場でできることの確認。

２．体制整備や人
材育成のさらな
る推進

・各地で培ったノウハウを引き続き他地域へ横展開
・精神障害者地域移行推進検討会の継続開催
・各地域及び県単位での研修会、事例検討会等の実施

行政
人材育成研修や検討会の開催。
各地域での取組等、各種情報の提供。

医療
上記研修や検討会などへの参画。
各地域での取組等、各種情報を積極的に入手。

福祉 同上。

その他関係
機関・住民

等

研修会の参加等



9※指標設定が困難な場合は、代替指標や定性的な文言でも構いません。

課題解決の達成度を測る指標 現状値
（今年度当初）

目標値
（令和５年度

末）

見込んでいる成果・効果

①地域毎の進捗状況 26市町村 27市町村 ・保健所・支所、精神保健福祉センターが市町村
の協議の場へ参画し、精神障害をもつ人のニーズ
や地域の課題を共有し、にも包括の構築を図る。

②人材育成研修会の開催 2回 5回 ・にも包括の概念を再確認し、支援者同士の連携
を通し地域内の課題からにも包括を考える。

・市町村単位での協議の場の整備が求められる
中、各地で管轄保健所と協議しながら精神保健医
療福祉の体制を再確認し、進める。

③地域移行推進検討会の開催状況

④ピアポーター支援事業の実施状況

1回

養成研修1回
フォローアップ
交流会 1回
派遣11回

1回

養成研修1回
フォローアッ
プ交流会1回
派遣13回

・当事者団体、福祉、医療、行政関係者が出席し、
ピアサポート活動、家族会活動、地域移行後の

再発防止、居住支援への取り組みについて共有し、
精神障害のある人が安心して暮らすことができる
地域、支援体制について意見交換する。

・ピアサポーター養成研修開催し新規ピアの登録、
保健所や相談支援事業所のスタッフ、病院交流会
等を通し、地域での活動支援の輪を広げる。
・体験発表を通じて精神障害についての普及啓発
に努める。

５５ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた現時点における強みと課題

岡山県
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【にも包括構築の体制】
市町村ごとの「にも包括」構築に向けた協議の場設置への働きかけ、事例検討会の開催による連携体制の強化について、保
健所を中心に実施。市町村・保健所のバックアップとして精神保健福祉センターがスーパーバイズに出向き、健康推進課・精保
センター主催の協議の場で全体共有を図っている。

岡山県

６ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための連携状況

所管部署名 所管部署における主な業務

健康推進課 全体調整。本庁関係各課との調整。

精神保健福祉センター
県実施の協議の場の企画運営・市町
村・保健所へのスーパーバイズ

連携部署名（本庁） 連携部署における主な業務

障害福祉課
障害者長期計画及び障害福祉計画の
推進、・低所得者の福祉

住宅課 障害者含む要配慮者への居住支援

労働雇用政策課 障害者の就労支援

長寿社会課 介護保険計画の推進、認知症対策

各部門の連携状況 強み・課題等

保健

保健所からの声かけによる事例検討会、警察や福祉関
係、医療機関、市町村等を参集した連絡会の開催。支
援者の質の向上のため研修会の実施。自立支援協議
会等の協議の場への参加。

市町村から相談の上がってきた事例を、保健所がともに対応し、
必要に応じて精保センターの事例検討会へ依頼をかけ、関係者
で検討する流れがかなり定着していきているが、市町村の精神
保健相談の力量にばらつきがあるため、全体の底上げが必要。

医療

退院後支援が必要な事例のケア会議開催。地域主催
の事例検討会や連絡会、自立支援協議会等の協議の
場への参加。平時の個別支援においては訪問看護ス
テーションとも情報共有。

地域における協議の場や、にも包括に関する研修会を継続する
中で、徐々ににも包括に関する意識が向上してきてる。地域移
行支援に向けた活動がコロナ禍で停滞していたため、再度、保
健所、市町村と協力しながら再開する必要がある。

福祉

重層的支援体制整備事業、自立支援協議会の運営、
保健主催の事例検討会、連絡会、研修会への出席。

相談支援事業所、平時の個別支援における保健との情
報共有。

個別支援を通じて、保健、医療関係者との連携がスムースに
なってきている。にも包括構築において、重層的支援体制整備
事業を土台とし、保健、医療の視点も踏まえた体制となるよう検
討してくことが必要。

その他関係機関・住民等
当事者団体、家族会、PSW協会、OT協会等の職能団体
が県レベルの協議の場へ参加し意見交換。

それぞれの団体での活動は活発に行われている。県レベルの
みではなく、保健所レベル、市町村レベルにおいても意見交換の
場が持てるよう、工夫してくことが必要。
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７ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための協議の場の実施状況

【その他事項】 ※協議の場運営における課題や悩んでいる点、アドバイザーに相談したい事項など、自由に記載ください

・各市町村に協議の場はあるが、それぞれの庁内関係各課の連携体制についてはまだまだ不十分であり、地域包括ケアシステム
の構築に向けての動きにはかなり市町村間の差がみられる。

名称 協議の場の構成員 開催頻度 実施内容 特記事項等（課題・強み等）

精神障害者地域
移行推進検討会

医療関係者、福祉関係者、当
事者団体関係者（当事者・家
族）行政関係者、その他

年1回

各地域での取組や関係機
関・団体の取組等を共有、
協議

保健所が管内で地域移行推進実務者
検討会を開催し、その課題解決に向け
て協議する。

コアメンバー連絡会
相談支援専門員協会・精神保
健福祉士協会・作業療法士
会・医療機関・行政関係者

年3回
にも包括推進のための研
修会の企画・地域移行推
進検討会

関係者の資質向上のための研修会企
画・運営を主体的に実施している。

保健所管内精神保
健福祉連絡会等

各保健所・支所の精神保健福
祉担当者

年2回程度
各保健所・支所管内の市
町村でのにも包括の進捗
状況と課題整理

精神保健福祉センターが保健所のバッ
クアップをし、市町村の協議の場に参加
し重層的支援をする。

事例検討会
行政・相談支援事業所・地域
包括支援センター・病院・他関
係者

随時
地域の困難事例について、
支援方法を協議

精神保健福祉センター（医師を含む職
員）が困難事例を抱えている関係者と
協議し、場合によってはアウトリーチ支
援を開始する。
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８
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
今年度の取組スケジュール

保健所・市町村がしっかりと関与し支援対象者の個人の支援のみならず、地域
の支援関係者の連携の強化や体制の整備を目指し取り組み、「精神障害にも対

応した地域包括ケアシステム」つながる体制づくりを図っていく。

時期（月） 実施する項目 実施する内容

R5年4月～
R6年3月（随時）

R5年6月、9月、12月

R5年7月
R5年7月
R6年1月

R5年7月

R5年12月

R6年2月

通年

地域包括ケア型精神科在宅支援（ア
ウトリーチ）事業における事例検討会

精神障害者地域移行・地域定着支援
事業コアメンバー連絡会

①保健所・支所担当者連絡会
②アウトリーチ事業支援者連絡会議
③アウトリーチ評価検討委員会

ピアサポーター養成研修

地域包括ケアシステム構築に向けた
中央研修会

地域移行推進検討会

・アウトリーチ事業

・各地域の取組に対する参画的支援

・各種領域、協議体との連携

・各地域における地域移行・地域

定着支援に関する取組

・家族支援事業 等

地域の支援力向上を図るため、保健所と困難事例に関する事例検討会を精神保健福
祉センターが定例開催。

体制整備や人材育成のさらなる推進に向けた協議

①各地域の現状・課題・取組方針の共有
地域移行やアウトリーチ事業の推進に向けた協議

②アウトリーチ事業の成果・課題・今後の取組に向けた協議
③アウトリーチ事業に関する評価、検討

新たなピアサポーターの養成及び地域のピサポート活動の活性化を図るための交流

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに携わる関係者の資質向上及び連携強
化を目指した研修

各地域での取組や関係機関・団体の取組等を共有、協議

包括型地域生活支援プログラムの実施

各地域における地域移行・地域定着支援に関する取組への支援

医療、障害福祉・介護、住まい等各種協議の場への参加、情報提供、講師派遣協力

各保健所・支所に配置した地域体制整備コーディネーターを中心に個別支援の取組や

研修会、連絡会を実施
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